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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

令和６年７月31日付で提出した有価証券報告書につき、「第一部 ファンド情報　第１ ファンドの状況　４

手数料等及び税金　（３）管理報酬等」において、投資対象ファンド報酬に関する記載事項の一部に誤りがあっ

たことから、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

 

２【訂正内容】

下線部＿は、訂正部分を示します。

 

第一部　ファンド情報
第１　ファンドの状況
４　手数料等及び税金

（３）管理報酬等

 

＜訂正前＞

（前略）

投資対象ファンド報酬

（中略）

投資対象ファンドの報酬総額（成功報酬を除く管理報酬等）は、投資対象ファンドの運用資産額の

年率2.02％を上限（投資対象ファンドに直接投資する場合等）とします。その内訳は、以下の成功報

酬を除き、管理報酬1.40％、サービス報酬0.40％および受託銀行報酬0.22％となっています。本書提

出日現在において、投資対象ファンド報酬の総額は、以下の成功報酬を除き、投資対象ファンドの管

理する資産の年率1.10％程度となっています。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

投資対象ファンド報酬

（中略）

投資対象ファンドの報酬総額（成功報酬を除く管理報酬等）は、投資対象ファンドの運用資産額の

年率1.95％を上限（投資対象ファンドに直接投資する場合等）とします。その内訳は、以下の成功報

酬を除き、管理報酬1.40％、サービス報酬0.35％、受託銀行報酬0.15％および販売関連費用0.05％と

なっています。本書提出日現在において、投資対象ファンド報酬の総額は、以下の成功報酬を除き、

投資対象ファンドの管理する資産の年率1.10％程度となっています。

（後略）
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